
内容 主な確認書類 採点 配点

1 センターの設置目的を理解している。 様式１３－１ 5

2
利用者である市民への理解や配慮をする取り
組み姿勢がみられる。

様式１３－１
その他全般 5

3
センターの管理運営について高い意欲・抱負・
理念を持っている。

様式１３－１  5

15

4 経済的な安定性、信頼性がある。
様式７

賃借対照表
損益計算書等

 5

5
管理運営が実現可能な職員の採用や配置が
なされており、業務実施体制など管理責任体
制が適切である。

様式１３－２
その他全般

×2  10

6 職員の研修計画ができている。 様式１３－３ 5

7 事故や災害時の対応がとられている。 様式１３－４ 5

8 個人情報の保護と管理対策がとられている。 様式１３－５ ×2  10

9 苦情処理の対応がとられている。 様式１３－６ 5

10 環境配慮に向けた取り組みを提案している。 様式１３－７ 5

11

施設の的確な維持管理と管理水準向上の考
え方及び手法が適切であるとともに、業務の
一部委託における指定管理者としての点検・
指導監督方法等、具体的な方策を提案してい
る。

様式１３－８ 5

12
収支予算書が妥当であり、経費削減のための
工夫がなされている。

様式１４－１
様式１４－２

×2  10

60

13 実施体制が適切である ×2  10

14 充実が図られ魅力ある内容（手法）である ×2 10

15
利用者拡大に向けた取り組み（工夫）がなされ
ている

×2 10

16 実施体制（医師の確保等）が適切である ×2  10

17 精度管理、リスク対応等が適切である ×2 10

18
受診者増に向けた取り組み（工夫）がなされて
いる

×2 10

19 地域医療機関との連携が期待できる ×2  10

20
支援対象者への支援内容が効果的であり充
実している

×2  10

21
利用者拡大に向けた取り組み（工夫）がなされ
ている

×2  10

90

22 福岡市に主たる事務所を有している。
様式７

登記事項証明書
◇  5

23
その他独創的な取り組みを提案している。（自
主事業を含む）

様式１３－１２
その他全般

●  30

35

 200

○採点方法

【●記号の箇所（オレンジ着色部分）】

資料５

 

指定管理者選定に係る審査表（案）

点数が高くなるほど特に優れた提案がなされているも
のとして、１～３０点まで１点刻みで採点

基準

◎生活習慣病を主体に一
次予防から三次予防までを
包含する総合的な健康づく
りのサポート施設として、総
合健診及び糖尿病の重症
化予防事業をはじめ各種
事業を適切かつ効果的に
遂行できる。

糖尿病の重症化予防事
業（三次予防）について、
医療機関との連携、支援
対象者への支援が適切
かつ効果的に実施され、
糖尿病患者の減少や重
症化予防に向け効果的な
事業推進が期待できる。

総合的な健診（二次予防）
について、医師等の必要
な人材の確保や精度管理
など適切な実施体制が確
立されているとともに、健
診受診者増に向けた工夫
がなされている。

様式１３－９

 

審査基準Ｃ　計

Ｄ その他

審査基準Ｄ　計

センターの
機能が十分
発揮できる
ような取り
組みがなさ
れていること

◎福岡市に主たる事務所を有している。
◎その他独創的な取組みを提案している。

健康相談や各種健康教
室の実施、各種健康情報
の発信など、健康づくりの
普及・啓発（一次予防）を
適切かつ効果的に遂行で
きる。

特記事項

 

合計

Ｂ

管理運営の
ための十分な
能力が
あるとともに、
経費の
縮減が図ら
れていること

審査基準Ｂ　計  

Ｃ

様式１３－１０

様式１３－１１

◎管理体制を維持できる安定的な経営基盤を有して
いる。
◎業務実施体制など管理責任体制が適切である。
◎人材の育成計画、危機管理・安全対策、個人情報
の保護、環境への配慮などについて十分な対応・措置
が出来ている。
◎施設の的確な維持管理と管理水準向上の考え方及
び手法が適切である。
◎収支予算書が妥当であり、経費削減のための工夫
がなされている。

審査基準

Ａ

市民の正当
かつ公平な
利用が確保
されている
こと

審査の主な観点

◎センターの設置目的を理解している。
◎利用者への理解や配慮をする取組み姿勢や意欲が
ある。

審査基準Ａ　計

【基本（黄色着色部分）】

内容 採点

特に優れた提案がなされている ５

優れた提案がなされている ４

標準的な提案がなされている ３

優れた提案がなされていない面がある ２

優れた提案がなされていない １

【◇記号の箇所（水色着色部分）】

内容 採点

水準を満たしている ５

水準を満たしていない面がある ３

水準を満たしていない １



※ 審査にあたっては、提案内容の実現可能性を十分に考慮する。 
※ 配点の合計 200 点満点中、120 点を指定管理者の候補者とするための最低基準とする。最低基

準を満たさない場合は選定しない。 
※ 令和８年４月１日から遡って５年の間に、本市での指定管理業務において、不適切な行為によ

り「業務の停止」や「改善指導（厳重注意）」を受けた事業者については、当該不適切事案の
概要（対象施設、内容、改善状況等）を選定委員に情報提供し、評価に反映する。 

※ 福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置を受け、指定管理者募集の
公告日に、競争入札参加停止の措置期間満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止の措置
期間と同期間がかかる者（図１の１－②に該当する者）は、当該措置の指名停止期間、起因と
なる事件の概要、その後の対応及び再発防止策等について、審査の際に選定委員に参考資料と
して情報提供するとともに 10 点を減点する。 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国又は他の地方公共団体から競争入札参加停止措置を受けた者で、指定管理者募集の公告日前
日までの過去２年間に、競争入札参加停止の措置期間がかかる者（図２に該当する者）は、当
該措置を行った機関名、競争入札参加停止の期間、起因となる事件の概要、その後の対応及び
再発防止策等について、審査の際に選定委員に参考資料として情報提供する。 

【図２】 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市の 競争入札参加停止の措置期間

（例）４か月

（例）指名停止期間：令和２年 ５月1日～令和2年８月31日

（例）３か月 (例)３か月

（例）指名停止期間：令和２年３月1日～令和2年５月31日

福岡市の競争入札参加停止の措置期間 福岡市の競争入札参加停止の措置期間と同期間

（例）2か月

（例）指名停止期間：令和２年３月1日～令和２年４月30日

福岡市の競争入札参加停止の措置期間 福岡市の競争入札参加停止の
措置期間と同期間

１
｜

③

公告日が福岡市の競争

入札参加停止の措置期

間満了日の翌日を起算

日として競争入札参加

停止の措置期間と同期

間終了日の翌日以降

応募資

格有

減点等

対象外

申立書

提出

不要

１
｜

①

公告日が福岡市の

競争入札参加停止

の措置期間中

応募資

格なし

１
｜

②

公告日が福岡市の競争

入札参加停止の措置期

間満了日の翌日を起算

日として競争入札参加

停止の措置期間と同期

間の間にある

応募資

格有

減点等

対象

申立書

提出

必要

１． 福岡市の競争入札参加停止措置(※１)を受けた場合

（※１）福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置

応募資

格の

有無

減点等

対象か

申立書

必要か
公告日

(例)令和２年７月１日

△△市の 競争入札参加停止の措置期間

（例）指名停止期間：令和２年 ５月1日～令和2年８月31日

□□市の競争入札参加停止の措置期間
（例）４か月

（例）指名停止期間：平成30年６月1日～平成30年９月30日

（※２）国及び他の地方公共団体の，福岡市競争入札参加停止等措置要領に相当する要領等に基づく、

一般競争入札指名停止措置

  （平成30年7月1日～令和２年６月30日）

２． 国・他の地方公共団体の競争入札参加停止措置（※２）を受けた場合

公告日
過去2年間

（例）平成30年7月1日 (例)令和２年７月１日

2

公告日前日までの

過去2年間に、国

又は他の地方公共

団体の競争入札参

加停止の措置期間

がある

応募資

格有

委員に

情報

提供

申立書

提出

必要
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